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法令名 狂犬病予防法

審査基準及び標準処理期間

項目 内容

処分名 犬の死体の引渡に関する許可

法令番号 昭和25年法律第247号

根拠条項 第12条

処分権者 京都府知事

法令の定め

第十二条  　第八条第一項に規定する犬等が死んだ場合には、その
所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなけれ
ばならない。ただし、予防員が許可した場合又はその引取りを必要と
しない場合は、この限りでない。

審査基準 狂犬病対応マニュアル（H19年6月制定）

経由機関名

協議機関名 保健所（狂犬病予防員）

標準処理期間 （⑪合計期間）未設定

問合せ 生活衛生課動物愛護係（075－414－4763）

備考


